
第1編　犯罪の動向

1　刑法犯
（1）認知件数・検挙人員・検挙率
刑法犯の認知件数，検挙人員及び検挙率の推移（昭和21年以降）は，1-1 -1 -1 図のとおり

である。
1-1-1-1図　刑法犯　認知件数・検挙人員・検挙率の推移

（昭和21年～平成24年）

注　１　警察庁の統計による。
２　昭和30年以前は，14歳未満の少年による触法行為を含む。
３　昭和40年以前の一般刑法犯は，業過を除く刑法犯である。
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認知件数（自動車運転過失致死傷等）632,857件
認知件数（窃盗） 1,040,447件
認知件数（窃盗を除く一般刑法犯） 342,043件

刑法犯の認知件数は，平成 8年から毎年戦後最多を記録し，14年には369万3,928件にま
で達したが，15年から減少に転じて，24年は201万5,347件（前年比12万4,373件（5.8％）
減）まで減少した。最近の認知件数の減少は，例年，刑法犯の過半数を占める窃盗の認知件数
が，15年から毎年減少したことが大きな要因となっている。窃盗を除く一般刑法犯（刑法犯
全体から自動車運転過失致死傷等を除いたもの）の認知件数も，17年から減少しているが，
5年と比べると1.6倍である。
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刑法犯の検挙人員は，平成10年に100万人を超え，11年から毎年戦後最多を記録し，16
年に128万9,416人を記録した後，17年から減少に転じて，24年は93万9,826人であった。
検挙率は，平成13年には，刑法犯総数で38.8％，一般刑法犯で19.8％と戦後最低を記録し
たが，14年から上昇に転じ，18年以降は横ばいで推移し，24年は，刑法犯総数で53.1％（前
年比0.7pt上昇），一般刑法犯で31.7％（同0.4pt上昇）であった。
刑法犯の認知件数では，窃盗が51.6％と最も高く，次いで，自動車運転過失致死傷等

（31.4％），器物損壊，横領（遺失物等横領を含む。），詐欺の順であった。検挙人員では，自
動車運転過失致死傷等が69.4％を占めている。
一般刑法犯について，検挙人員の年齢層別構成比の推移（最近20年間）を見ると，1 -1 -
1 -5 図のとおりである。

1-1-1-5図　一般刑法犯　検挙人員の年齢層別構成比の推移
（平成５年～ 24年）

注　１　警察庁の統計及び警察庁交通局の資料による。
２　犯行時の年齢による。
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最近は，全般的に高年齢化が進み，60歳以上の者の構成比は，平成 5年には5.7％（1万
6,892人）であったのが，24年は，23.8％（6万8,299人）を占め，特に65歳以上の高齢者
が16.9％（4万8,559人）を占めている。

（2）窃盗
窃盗は，認知件数において一般刑法犯の大半を占める（平成24年は75.3％）。その認知件
数，検挙件数及び検挙率の推移（過去30年間）を見ると，1-1 -2 -1 図のとおりであり，7年
から13年まで，認知件数の増加と検挙率の低下が続いていたが，14年から検挙率が上昇に転
じ，15年から認知件数が減少に転じた。24年の認知件数は，認知件数増加前の 5年を下回っ
た。また，24年の検挙率は，27.5％であり，戦後最低であった13年と比べて11.8pt高い。
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1-1-2-1図　窃盗　認知件数・検挙件数・検挙率の推移
（昭和58年～平成24年）

注　警察庁の統計による。
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平成24年における認知件数の手口別構成比は，1-1 -2 -2 図のとおりであり，種類別として
は，非侵入窃盗が半数以上を占めている。手口としては，自転車盗，万引き，車上ねらいの順
に多い。

1-1-2-2図　窃盗　認知件数の手口別構成比
（平成24年）

注　警察庁の統計による。
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侵入窃盗，乗り物盗及び非侵入窃盗の別に認知件数の推移（最近20年間）を見ると，いず
れも，認知件数は，平成13，14年前後をピークに減少している。認知件数の推移（最近20
年間）を手口別で見ると，自動販売機ねらいは11年（認知件数約22万件，窃盗総数に占める
構成比11.6％）をピークに，車上ねらいは14年（認知件数約44万件，窃盗総数に占める構
成比18.6％）をピークに，それぞれ大きく減少している一方，万引きは，16年まで増加傾向
にあり，その後はおおむね横ばいで推移している。

（3）窃盗を除く一般刑法犯
窃盗を除く一般刑法犯の認知件数，検挙件数及び検挙率の推移（最近20年間）は，1 -1 -
2 -4 図のとおりである。
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1-1-2-4図　一般刑法犯（窃盗を除く）認知件数・検挙件数・検挙率の推移

注　警察庁の統計による。
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認知件数は，平成12年から急増し，16年に58万1,463件と戦後最多を記録した後，17年
から減少しており，24年は34万2,043件（前年比5,925件（1.7％）減）であったが，5年
と比べると1.6倍である。
検挙件数は，平成15年以降，ほぼ横ばい状態であったが，19年から減少を続けている。
検挙率については，平成10年まで70％以上で推移していたが，12年から急激に低下し，
16年に37.8％と戦後最低を記録した。その後，緩やかな上昇傾向にあったが，24年は，前年
から0.9pt低下し，44.2％であった。
主要な罪名別に認知件数，検挙件数及び検挙率の推移（最近20年間）を見ると，1-1 -2 -5

図のとおりである。
1-1-2-5図　一般刑法犯　認知件数・検挙件数・検挙率の推移（罪名別）

（平成５年～ 24年）
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⑨　強姦 ⑩　強制わいせつ
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注　警察庁の統計による。

⑤　脅迫 ⑥　詐欺
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殺人の認知件数は，平成16年から減少傾向にあり，24年は1,030件（前年比21件（2.0％）
減）であった。検挙率は，安定して高い水準（24年は93.5％）にある。強盗の認知件数は，
16年から減少傾向にあり，24年は3,658件（前年比15件（0.4％）減）であった。検挙率は，
17年から上昇傾向となり，24年は68.0％（同3.0pt上昇）であった。傷害の認知件数は，16
年から減少傾向にあるものの，24年は増加した。暴行の認知件数は，20年以降やや減少した
が，24年は増加した。脅迫の認知件数は，12年以降おおむね増加傾向にあったが，21年に
減少し，24年は大きく増加した。傷害，暴行及び脅迫のいずれの検挙率も，16年前後からお
おむね上昇傾向にある。詐欺の認知件数は，14年から毎年増加し続け，17年に昭和35年以
降で最多の 8万5,596件を記録した後，平成18年から減少に転じたが，24年は微増した。検
挙率は，21年以降は60％を超えていたものの，24年は58.4％（前年比5.6pt低下）であっ
た。強姦の認知件数は，16年から減少したが，24年は1,240件（前年比55件（4.6％）増）
であった。検挙率は，24年は88.5％（同4.7pt上昇）であった。強制わいせつの認知件数は，
16年から21年まで減少したが，24年は7,263件（前年比393件（5.7％）増）であった。検
挙率は，24年は54.3％（同2.7pt上昇）であった。
平成14年から詐欺が急増した要因の一つは，振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の多発に
あった。振り込め詐欺（恐喝）及びそれ以外の特殊詐欺の認知件数，検挙件数及び被害総額の
推移（最近 5年間）は，1-1 -2 -7 図のとおりである。
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1-1-2-7図　特殊詐欺　認知件数・検挙件数・被害総額の推移

注　１　警察庁刑事局の資料による。
２　「特殊詐欺」は，被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺もうし，指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により，
不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝も含む。）の総称である。
３　①において，「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」につき，認知件数は統計の存在する平成22年２月以降の数値を，検挙件数は統計の存
在する23年１月以降の数値を示した。

４　②において，金額については，千円未満切捨てである。
５　②において，「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」の被害総額は，統計の存在する平成22年２月以降の数値を示した。
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振り込め詐欺（恐喝）を含めた特殊詐欺の平成24年の被害総額は前年よりほぼ倍増し，
357億円以上に上っており，特に振り込め詐欺以外の特殊詐欺は大きく増加した（前年比
165.4%増）。
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2　特別法犯
特別法犯の検察庁新規受理人員の推移（平成 5年以降）は，1-2 -1 -1 図のとおりである。

1-2-1-1図　特別法犯　検察庁新規受理人員の推移
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注　検察統計年報による。　
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平成24年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪種別構成比は，1-2 -
1 -2 図のとおりである。

1-2-1-2図　特別法犯（道交違反を除く）検察庁新規受理人員の罪種別構成比
（平成24年）

注　１　検察統計年報による。
２　本図においては，特別法犯を以下のように分類する。
「薬物関係」…「覚せい剤取締法」，「大麻取締法」，「麻薬取締法」，「あへん法」，「毒劇法」及び「麻薬特例法」
「保安関係」…「軽犯罪法」，「火薬類取締法」，「銃刀法」，「酩酊防止法」及び「特殊開錠用具所持禁止法」
「条例違反」…「公安条例」，「青少年保護育成条例」及び「その他の条例」
「環境関係」…「廃棄物処理法」，「大気汚染防止法」，「鳥獣保護法」，「水質汚濁防止法」，「自然公園法」及び「海洋汚染防止法」
「風俗関係」…「風営適正化法」，「売春防止法」，「児童買春・児童ポルノ禁止法」，「出会い系サイト規制法」，「児童福祉法」，「競馬

法」，「自転車競技法」及び「モーターボート競走法」
「外事関係」…「入管法」及び「外登法」　
「経済関係」…「商法･会社法」，「破産法」，「著作権法」，「金融商品取引法」，「出資法」，「貸金業法」，「不正競争防止法」，「独占禁止

法」，「特許法」，「実用新案法」，「意匠法」，「商標法」，「外為法」，「宅地建物取引業法」，「特定商取引法」及び「国土利
用計画法」

「労働関係」…「船員法」，「労働基準法」，「労働安全衛生法」，「職業安定法」及び「労働者派遣法」
「選挙関係」…「公職選挙法」

３　「鳥獣保護法」は，同法による改正前の鳥獣保護及び狩猟に関する法律（大正7年法律第32号）違反を含む。
４　「外登法」は，平成21年法律第79号（平成24年7月9日施行）による廃止前の同法違反である。
５　「労働者派遣法」は，平成24年法律第27号による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律違反を含む。
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主な特別法犯の検察庁新規受理人員の推移（最近10年間）は，1-2 -2 -1 図のとおりである。
廃棄物処理法違反の受理人員は，平成19年をピークにやや減少傾向にあり，風営適正化法
違反の受理人員も，同年をピークに減少していたが，22年からはおおむね横ばいである。児
童買春・児童ポルノ禁止法違反の受理人員は，21年からはおおむね増加傾向にある。ストー
カー規制法及び配偶者暴力防止法の各違反の受理人員は，いずれも22年と23年は減少した
が，24年は著しく増加した。

1-2-2-1図　主な特別法犯　検察庁新規受理人員の推移
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平成

出会い系サイト規制法

7,536

3,697

967
0
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6

8
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15 20 24

風営適正化法

売春防止法

廃棄物処理法

平成

（平成15年～ 24年）

注　検察統計年報による。

①　保安関係 ②　環境・風紀関係

③　児童福祉法違反等 ④　ストーカー規制法違反等

0
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350

 15  20  24

（人）

平成

328 

122 

ストーカー規制法

配偶者暴力防止法

3　各種の犯罪
（1）交通犯罪
交通事故の発生件数及び交通事故による死傷者数の推移（昭和21年以降）は，1-3 -1 -1 図

のとおりである。発生件数及び負傷者数は，平成17年から 8年連続で減少している。死亡者
数は，5年以降減少傾向にあり，24年は4,411人（前年比5.4％減）であった。
平成24年における危険運転致死傷の検挙人員は，365人（前年比14.1％増）であり，自動
車運転過失致死傷等の検挙人員は，65万2,440人（同4.1％減）であった。このうち，致死事
件の検挙人員は，危険運転致死36人（同12.5％増），自動車運転過失致死及び業務上過失致
死3,834人（同3.8％減），過失致死（重過失致死を含む。）23人（同30.3％減）であった。
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道交違反（道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反）の送致事件に
ついて，取締件数の推移（最近20年間）を見ると，1-3 -1 -3 図のとおりである。

1-3-1-1図　交通事故　発生件数・死傷者数の推移
（昭和21年～平成24年）

注　１　警察庁交通局の統計による。
２　「発生件数」は，道路交通法２条１項１号に規定する道路において，車両等及び列車の交通によって起こされた事故に係るものであ
り，昭和41年以降は，人身事故に限る。
３　「発生件数」及び「負傷者数」は，昭和34年以前は，2万円以下の物的損害及び1週間以下の負傷の事故を除く。
４　「死亡者」は，交通事故により発生から24時間以内に死亡した者をいう。

665,138

825,396負傷者数

発生件数

（発生件数：万件）
（負傷者数：万人）

4,411 
0

1

2

死亡者数

（万人）

25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 24平成元昭和21
0

20

40

60

80

100

120

1-3-1-3図　道交違反　送致事件の取締件数の推移
（平成５年～ 24年）

注　１　警察庁交通局の統計による。
２　軽車両等による違反は，「その他」に計上している。
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20
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80

100

120
（万件）

408,306

167,959
179,638

32,140
28,569

総数

速度超過

その他
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無免許

10 15 20 24平成５
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送致事件の取締件数は，平成11年まで100万件を超えて推移していたが，12年からは減少
し，24年は40万8,306件であった。違反態様別に見ると，酒気帯び・酒酔いは12年以降，
速度超過は14年以降，いずれも減少し，無免許運転もおおむね緩やかに減少している。特に
酒気帯び・酒酔いは，5年の取締件数と比較すると，10分の 1以下になっている。

（2）財政経済犯罪
財政経済犯罪の検察庁新規受理人員の推移（最近10年間）を見ると，所得税法，法人税法，
相続税法，消費税法及び地方税法の各税法違反については 1-3 -2 -1 図，商法・会社法，独占
禁止法及び金融商品取引法の各違反については 1-3 -2 -4 図，出資法及び貸金業法の各違反に
ついては 1-3 -2 -5 図，商標法及び著作権法の各違反については 1-3 -2 -6 図のとおりである。
1-3-2-1図　�税法違反　検察庁新規受理人員�

の推移
1-3-2-4図　�商法・会社法違反等　検察庁新規

受理人員の推移
（平成15年～ 24年）

注　検察統計年報による。
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300
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地方税法

20 24平成15
注　１　検察統計年報による。
２　「商法・会社法」は，平成17年法律第87号による改正前の商法（明治32
年法律第48号）違反及び会社法（平成17年法律第86号）違反である。

（平成15年～ 24年）
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20 24
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金融商品取引法
（証券取引法）商法・会社法

独占禁止法

54

13
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137

1-3-2-5図　�出資法違反等　検察庁新規受理�
人員の推移

1-3-2-6図　�商標法違反等　検察庁新規受理�
人員の推移
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注　検察統計年報による。
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注　検察統計年報による。
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（3）サイバー犯罪
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪（電磁的記録不正作出・毀棄等，電子計算機損壊等業務
妨害，電子計算機使用詐欺及び不正指令電磁的記録作成等），支払用カード電磁的記録に関す
る罪及び不正アクセス禁止法違反の検挙件数（最近 5年間）は，1-3 -3 -1 表のとおりである。

1-3-3-1表　コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等　検挙件数

	第3節	 サイバー犯罪
	1	 コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等
平成23年6月，刑法の一部改正（平成23年法律第74号。同年7月14日施行）により，不正指令
電磁的記録作成等（いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成・供用等）の罪が新設された。また，サ
イバー犯罪の危険性の急速な増大に伴い，不正アクセス防止対策を強化することを目的として，24
年3月，不正アクセス禁止法が改正され（平成24年法律第12号。同年5月1日施行），他人のIDや
パスワードの不正取得等の罪が新設され，不正アクセス行為に対する罰則も，法定刑の上限が懲役1
年から3年に引き上げられるなど強化された。
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪（電磁的記録不正作出・毀棄等，電子計算機損壊等業務妨害，
電子計算機使用詐欺及び不正指令電磁的記録作成等），支払用カード電磁的記録に関する罪及び不正
アクセス禁止法違反の検挙件数（最近5年間）は，1-3-3-1表のとおりである。
なお，罪名ごと（罪名別の統計が存在するものに限る。）の検察庁終局処理人員は，CD-ROM資
料1-8参照。

（平成20年～24年）

年 次
コンピュータ・
電 磁 的 記 録 
対 象 犯 罪

支払用カード
電磁的記録に
関 す る 罪

不正アクセス
禁 止 法電磁的記録不正

作 出 ・ 毀 棄 等
電子計算機損
壊等業務妨害

電 子 計 算 機 
使 用 詐 欺

不正指令電磁
的記録作成等

20年 247 20 7 220 … 277 1,740

21 195 22 4 169 … 259 2,534

22 133 36 6 91 … 192 1,601

23 105 17 6 79 3 286 248

24 178 35 7 95 41 169 543

注　1　警察庁の統計及び警察庁生活安全局の資料による。
2　「電磁的記録不正作出・毀棄等」は，「支払用カード電磁的記録に関する罪」の検挙件数のうち，支払用カード電磁的記録不正作出の
検挙件数を含めて計上している。

	 1-3-3-1表	 コンピュータ・電磁的記録対象犯罪等	検挙件数
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ネットワーク利用犯罪（インターネットを利用した詐欺や児童ポルノに係る犯罪等のコン
ピュータ・ネットワークを利用した犯罪）の検挙件数（最近 5年間）は，1-3 -3 -2 表のとお
りである。ネットワーク利用犯罪の検挙件数は，増加傾向にある。
罪名別に見ると，詐欺は，平成23年に大幅に減少したが，24年は22年までと同程度の検
挙件数に増加した。詐欺のうち，インターネット・オークションを利用した詐欺の占める比率
は，例年 4割以上であったが，24年は 1割台に低下した。
性的な犯罪のうち，児童ポルノに係る犯罪の検挙件数は，年々増加し，平成24年は1,085
件であり，20年の約 4倍であった。わいせつ物頒布等の検挙件数も増加傾向にある。

1-3-3-2表　ネットワーク利用犯罪　検挙件数

	2	 ネットワーク利用犯罪
ネットワーク利用犯罪（インターネットを利用した詐欺や児童ポルノに係る犯罪等のコンピュー
タ・ネットワークを利用した犯罪）の検挙件数（最近5年間）は，1-3-3-2表のとおりである。ネッ
トワーク利用犯罪の検挙件数は，増加傾向にある。
罪名別に見ると，詐欺は，平成23年に大幅に減少したが，24年は22年までと同程度の検挙件数
に増加した。詐欺のうち，インターネット・オークションを利用した詐欺の占める比率は，例年4割
以上であったが，24年は1割台に低下した（警察庁生活安全局の資料による。）。
性的な犯罪のうち，児童ポルノに係る犯罪の検挙件数は，年々増加し，平成24年は1,085件であ
り，20年の約4倍であった。わいせつ物頒布等の検挙件数も増加傾向にある。
なお，平成23年6月の刑法の一部改正（平成23年法律第74号。同年7月14日施行）により，わ
いせつ物頒布等の罪の処罰対象が拡充（わいせつな電磁的記録の電気通信の送信による頒布行為等の
処罰）された。

（平成20年～24年）

区　　　　　　 　分 20 年 21 年 22年 23年 24年

総 数 4,334 3,961 5,199 5,388 6,613

詐 欺 1,508 1,280 1,566 899 1,357

わ い せ つ 物 頒 布 等 177 140 218 699 929

児童買春・児童ポルノ禁止法 761 923 1,193 1,327 1,520

児 童 買 春 507 416 410 444 435

児 童 ポ ル ノ 254 507 783 883 1,085

出 会 い 系 サ イ ト 規 制 法 367 349 412 464 363

青 少 年 保 護 育 成 条 例 437 326 481 434 520

商 標 法 192 126 119 212 184

著 作 権 法 144 188 368 409 472

そ の 他 748 629 842 944 1,268

注　1　警察庁生活安全局の資料による。
2　「その他」は，脅迫，名誉毀損，児童福祉法違反，覚せい剤取締法違反等である。

	 1-3-3-2表	 ネットワーク利用犯罪	検挙件数
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第2編　犯罪者の処遇

1　概要
成人犯罪者に対する手続の流れは，2-1 -1 図のとおりである。

2-1-1図　刑事司法手続（成人）の流れ

不起訴

微罪処分

無罪等

罰金・科料
略式手続罰金

科料

入院

退院

執行猶予

検察官認知等

交通反則金

犯　罪

検　挙

警察等

検察官送致

受　理

検察庁

起　訴

保護観察の開始

受　理

裁判所

実　刑

仮出場
仮退院

取消し等

仮釈放

労
役
場
留
置

保
護
観
察
付
執
行
猶
予

補
導
処
分

公
判
手
続

婦
人
補
導
院

入　所

刑事施設

満期釈放

検察庁

裁判所
（裁判確定人員）
有罪人員 40万 8,486人
　死刑  10人
　懲役・禁錮 ６万 1,480人
　　うち執行猶予 ３万 5,977人
　罰金 34万 4,121人
　拘留・科料  2,873人
無罪人員  82人

刑事施設

保護観察所
（保護観察開始人員）
仮釈放 １万 4,700人
保護観察付執行猶予  3,376人
婦人補導院からの仮退院　　  ２人

新規受理人員 141万 7,400人
公判請求人員 ９万 6,263人
略式請求人員 34万 7,702人
不起訴人員 86万 1,137人

入所受刑者 ２万 4,780人

平成24年（少年を含む。）

期 間 満 了 等

保 護 観 察 所

注　１　検察統計年報，矯正統計年報及び保護統計年報による。
２　「検察庁」の人員は，事件単位の延べ人員である。例えば，１人が２回送致された場合には，２人として計上している。

2　検察
平成24年における検察庁新規受理人員の罪種別構成比は，2-2 -1 -1 図のとおりである。

2-2-1-1図　検察庁新規受理人員（罪種別）
（平成24年）

注　検察統計年報による。

刑法犯
65.3

特別
法犯
34.7

自動車運転
過失致死傷等
45.6
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10.4
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その他の
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1,417,400人

926,122
646,330
133,068
146,724
491,278
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　窃盗
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　道交違反
　その他の特別法犯

（人員）
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平成24年における検察庁新規受理人員（少年事件を含む。）の総数は，141万7,400人であ
り，前年より 6万4,265人（4.3％）減少した。刑法犯は，10年から増加していたが，17年
から減少に転じ，24年は92万6,122人（前年比4.0％減）であった。特別法犯は，12年から
減少し続けており，24年は49万1,278人（同5.0％減）であった。
検察庁終局処理人員（少年事件を含む。）の処理区分別構成比及び公判請求人員・公判請求
率の推移（最近10年間）は，2-2 -3 -1 図のとおりである。

2-2-3-1図　検察庁終局処理人員の処理区分別構成比・公判請求人員等の推移
（平成15年～24年）

①　検察庁終局処理人員の処理区分別構成比 ②　公判請求人員・公判請求率

注　検察統計年報による。
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31,829

平成 平成

64,434

平成24年における検察庁終局処理人員は，142万1,514人（前年比 6万5,752人（4.4％）
減）であり，その内訳は，公判請求 9万6,263人，略式命令請求34万7,702人，起訴猶予78
万9,392人，その他の不起訴 7万1,745人，家庭裁判所送致11万6,412人であった。公判請
求人員は，7年から毎年増加していたが，17年から減少に転じ，24年は前年より5,492人
（5.4％）減少した。

3　裁判
（1）確定裁判
裁判確定人員は，平成12年（98万6,914人）から毎年減少し，24年は，40万8,936人

（前年比5.4％減）となっており，10年間で半減している。その減少は，道交違反の人員の減
少によるところが大きい。同年の無罪確定者は，82人であり，裁判確定人員総数の0.02％で
あった。

（2）通常第一審
平成24年における通常第一審での罪名別・裁判内容別の終局処理人員は，2-3 -2 -1 表のと

おりである。
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2-3-2-1表　通常第一審における終局処理人員（罪名別・裁判内容別）
（平成24年）

罪　　　　　名 総　数

有　　　　　　　　　罪

その他
死　刑

懲　　　役　・　禁　　　錮

罰金等
無　期 有　期

（A）
うち執行
猶予（B）

執行猶予率
B
A（％）

うち保護
観 察 付

総 数 64,034 3 39 60,808 35,514 58.4 3,282 2,744 350
（90）

地 方 裁 判 所 55,924 3 39 54,467 31,302 57.5 2,826 1,158 174
（83）

刑 法 犯 34,145 3 39 33,305 18,766 56.3 2,014 639 108
殺 人 355 2 20 328 80 24.4 20 － 3
強 盗 932 1 19 908 149 16.4 73 － 3
傷 害 3,947 － － 3,700 2,132 57.6 328 219 18
窃 盗 11,936 － － 11,718 5,030 42.9 738 189 25
詐 欺 4,291 － － 4,277 2,243 52.4 191 － 9
恐 喝 752 － － 746 450 60.3 66 1 4
横 領 601 － － 576 284 49.3 26 21 3
強 姦 等 1,797 － － 1,767 943 53.4 174 15 9
危 険 運 転 致 死 傷 192 － － 192 119 62.0 21 － －
放 火 276 － － 272 111 40.8 57 － 3
公 務 執 行 妨 害 386 － － 359 235 65.5 19 25 2
毀 棄 ・ 隠 匿 569 － － 525 336 64.0 39 41 2
偽 造 1,047 － － 1,047 887 84.7 26 － －
暴 力 行 為 等 処 罰 法 359 － － 344 143 41.6 32 9 －
自動車運転過失致死傷・業過 5,091 － － 4,987 4,626 92.8 73 74 22
組 織 的 犯 罪 処 罰 法 121 － － 119 48 40.3 1 1 －
そ の 他 1,493 － － 1,440 950 66.0 130 44 5

特 別 法 犯 21,779 － － 21,162 12,536 59.2 812 519 66
公 職 選 挙 法 11 － － 5 5 100.0 － 4 1
銃 刀 法 201 － － 152 57 37.5 14 46 2
覚 せ い 剤 取 締 法 10,452 － － 10,425 4,149 39.8 452 － 12
大 麻 取 締 法 783 － － 783 655 83.7 23 － －
麻 薬 取 締 法 140 － － 139 94 67.6 4 － －
麻 薬 特 例 法 67 － － 67 16 23.9 － － －
児 童 福 祉 法 205 － － 204 131 64.2 7 － 1
廃 棄 物 処 理 法 230 － － 169 154 91.1 1 56 3
税 法 等 264 － － 172 155 90.1 － 91 1
出 資 法 145 － － 142 119 83.8 2 3 －
入 管 法 498 － － 492 467 94.9 1 6 －
道 交 違 反 6,562 － － 6,387 5,110 80.0 201 136 38
そ の 他 2,221 － － 2,025 1,424 70.3 107 177 8

簡 易 裁 判 所 8,110 … … 6,341 4,212 66.4 456 1,586 176
（7）

刑 法 犯 7,645 … … 6,341 4,212 66.4 456 1,183 116
傷 害 272 … … － － … － 243 28
窃 盗 6,730 … … 6,054 4,072 67.3 440 648 27
横 領 165 … … 104 33 31.7 5 59 2
盗 品 譲 受 け 等 1 … … 1 1 100.0 － － －
住 居 侵 入 225 … … 182 106 58.2 11 42 1
過 失 傷 害 142 … … － － … － 91 48
そ の 他 110 … … － － … － 100 10

特 別 法 犯 465 … … － － … － 403 60
公 職 選 挙 法 － … … － － … － － －
銃 刀 法 58 … … － － … － 56 2
道 交 違 反 173 … … － － … － 146 27
そ の 他 234 … … － － … － 201 31

注　1　司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。
2　「罰金等」は，拘留，科料及び刑の免除を含む。
3　「その他」は，免訴，公訴棄却，管轄違い及び正式裁判請求の取下げである。
4　「傷害」は，危険運転致死傷を除く刑法第2編第27章の罪をいう。
5　「横領」は，遺失物等横領を含む。
6　「強姦等」は，刑法第2編第22章の罪をいう。
7　「毀棄・隠匿」は，刑法第2編第40章の罪をいう。
8　「税法等」は，所得税法，法人税法，相続税法，地方税法，酒税法，消費税法及び関税法の各違反をいう。
9　「過失傷害」は，刑法第2編第28章の罪をいう。
10　（　）内は，無罪人員で，内数である。

	 2-3-2-1表	 通常第一審における終局処理人員（罪名別・裁判内容別）
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罪名別に見ると，地方裁判所では，窃盗が 1万1,936人（21.3％）と最も多く，次いで，
覚せい剤取締法違反 1万452人（18.7％），道交違反6,562人，自動車運転過失致死傷・業過
5,091人の順であった。簡易裁判所では，窃盗が6,730人（83.0％）と最も多い。
最近10年間における死刑の言渡しは，殺人（自殺関与・同意殺人・予備を含まない。平成
24年の人員は 2人）又は強盗致死（強盗殺人を含む。同 1人）に限られている。同年におけ
る無期懲役言渡人員は，殺人では20人，強盗致死傷（強盗殺人を含む。）・強盗強姦では19人
であった。
充実した公判の審理を継続的，計画的かつ迅速に行うため必要があるときは，第一回公判期
日前に，事件の争点及び証拠を整理する公判前整理手続が行われることがあるが，平成24年
に地方裁判所で公判前整理手続に付された事件の人員の総数は1,745人である。
また，平成24年に即決裁判手続に付された事件の人員は，総数で1,544人であり，罪名別
に見ると，覚せい剤取締法違反735人，窃盗266人，大麻取締法違反155人，入管法違反
125人，道路交通法違反121人の順であった。

（3）略式手続
平成24年における略式手続による終局処理人員は，34万5,529人であり，道交違反24万
1,514人と自動車運転過失致死傷・業過 5万3,822人が大部分を占めている。

（4）上訴審
平成24年における通常第一審の終局裁判に対する上訴率は，地方裁判所の裁判については
11.4％，簡易裁判所の裁判については4.4％であった。同年における高等裁判所の控訴審とし
ての終局処理人員を裁判内容別に見ると，控訴棄却が4,746人と最も多く，次いで，控訴の取
下げ1,251人，破棄自判569人の順であった。
平成24年に言い渡された控訴審判決に対する上告率は，40.9％であった。同年における最
高裁判所の上告事件の終局処理人員は，2,313人（第一審が高等裁判所であるものを含む。）
であり，その内訳は，上告棄却1,895人，上告の取下げ409人，公訴棄却の決定 6人，破棄
自判 1人であり，破棄差戻し・移送は 2人であった。

（5）裁判員制度
平成21年から24年までの裁判員裁判対象事件（裁判員裁判の対象事件及びこれと併合され
た事件）の第一審の新規受理・終局処理（移送等を含む。）人員を罪名別に見ると，2-3 -4 -1
表のとおりである。
平成24年の新規受理人員は，強盗致傷（329人）が最も多く，次いで，殺人（自殺関与及
び同意殺人を除く。以下この（5）において同じ。313人），傷害致死（146人）の順であっ
た。
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2-3-4-1表　裁判員裁判対象事件　第一審の新規受理・終局処理人員（罪名別）

	第4節	 裁判員制度
裁判員制度は，広く国民が刑事裁判の過程に参加し，裁判の内容に国民の健全な社会常識がより反
映されるようになることによって，司法に対する国民の理解と支持が深まり，長期的に見て，司法が
より強固な国民的基盤を得ることを目指し，裁判員法により創設され，平成21年5月21日から実施
されている制度である。
裁判員裁判の対象事件は，死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件及び法定合議事件（死
刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪（強盗等を除く。））であって故意の犯罪行
為により被害者を死亡させた罪に係る事件である。ただし，被告人の言動等により，裁判員やその親
族等に危害が加えられるなどのおそれがあって，そのために裁判員等が畏怖し裁判員の職務の遂行が
できないなどと認められる場合には，裁判所の決定によって対象事件から除外される（平成24年に
おいて，同決定がなされた終局人員はなかった。最高裁判所事務総局の資料による。）。なお，対象事
件に該当しない事件であっても，対象事件と併合された事件は，裁判員裁判により審理される。
平成21年から24年までの裁判員裁判対象事件（裁判員裁判の対象事件及びこれと併合された事
件）の第一審の新規受理・終局処理（移送等を含む。以下この節において同じ。）人員を罪名別に見
ると，2-3-4-1表のとおりである。24年の新規受理人員は，強盗致傷（329人）が最も多く，次い
で，殺人（自殺関与及び同意殺人を除く。以下この節において同じ。313人），傷害致死（146人）
の順であった。

（平成21年～24年）

区分 総数 殺人 強盗
致死

強盗
致傷

強盗
強姦

傷害
致死

強　姦
致死傷

強制わ
いせつ
致死傷

危険運
転致死

現住建
造物等
放 火

通貨
偽造 銃刀法

覚せい
剤 取
締 法

麻 薬
特例法 その他

新規受理人員
21年 1,198 270 51 295 61 72 101 58 13 98 48 13 90 1 27

22 1,797 350 43 468 99 141 113 105 17 179 78 5 153 5 41

23 1,790 370 39 411 82 167 155 107 20 167 50 3 173 3 43

24 1,457 313 37 329 59 146 130 109 27 128 53 4 105 2 15

終局処理人員
21年 149 36 3 42 1 9 14 9 － 11 5 － 17 － 2

22 1,530 359 51 402 52 115 92 63 20 133 39 13 113 36 42

23 1,570 345 42 331 53 134 101 88 17 155 31 2 169 39 63

24 1,526 324 34 328 35 181 114 82 23 137 28 2 130 46 62

注　1　最高裁判所事務総局の資料による。
2　新規受理人員は，受理時において裁判員裁判の対象事件であったものの人員をいい，起訴状ごとに算定している。複数の異なる罪名
の裁判員裁判の対象事件が起訴された場合は，法定刑の最も重い罪名に計上している。
3　終局処理人員は，裁判員裁判により審理された事件の終局処理人員（移送等を含む。）であり，終局裁判ごとに算定している。有罪
（一部無罪を含む。）の場合は処断罪名に，無罪，その他の場合は，当該事件に掲げられている訴因の罪名のうち，裁判員裁判の対象事
件の罪名（複数あるときは，法定刑が最も重いもの）にそれぞれ計上している。
4　上訴審における破棄差戻しの判決により係属したものを含む。
5　「その他」は，保護責任者遺棄致死，逮捕監禁致死，激発物破裂並びに爆発物取締罰則，組織的犯罪処罰法及び麻薬取締法の各違反
等である。ただし，終局処理人員の「その他」は，裁判員裁判の対象事件ではない罪名を含む。

	 2-3-4-1表	 裁判員裁判対象事件	第一審の新規受理・終局処理人員（罪名別）

平成24年に第一審で終局判決に至った裁判員裁判対象事件について，開廷回数別構成比及び審理
期間（新規受理から終局判決までの期間）別構成比を見ると，2-3-4-2図のとおりである。開廷回数
は，大多数が5回以下であり，3回以下は36.3％を占め，平均は，4.5回であった。また，審理期間
は，6月以内のものは33.7％であり，平均で9.3月であった。そのうち，公判前整理手続期日に付さ
れた事件（起訴後の罰条変更等により裁判員裁判対象事件となったため，公判前整理手続に付されな
かったものを除く。）における公判前整理手続期日の回数は，3回以下が34.8％，4回以上6回以下
が38.4％，7回以上が26.8％であった（最高裁判所事務総局の資料による。）。
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2-3 -4 -3 表は，平成24年に第一審で終局判決に至った裁判員裁判対象事件について，罪名
ごとにその有罪・無罪の別及び有罪人員の科刑状況を見たものである。

2-3-4-3表　裁判員裁判対象事件　第一審における判決人員（罪名別・裁判内容別）

（平成24年）

①　開廷回数別 ②　審理期間別

注　１　最高裁判所事務総局の資料による。
２　第一審で終局判決（少年法55条による家裁移送決定があったものを含む。）があった事件に限る。
３　公判中の裁判員裁判対象事件以外の事件に裁判員裁判対象事件が併合されたものを含む。

６回以上
18.3

３回
34.5

２回　1.8

４回
30.4

３月以内
0.7

９月以内
33.3

１年以内
16.1

５月以内
11.1

６月以内
16.4

総数
1,500人

総数
1,500人

５回
14.9

４月以内
5.6

１年を
超える
16.8

	 2-3-4-2図	 裁判員裁判対象事件	開廷回数別・審理期間別構成比

2-3-4-3表は，平成24年に第一審で終局判決に至った裁判員裁判対象事件について，罪名ごとに
その有罪・無罪の別及び有罪人員の科刑状況を見たものである。

（平成24年）

罪　　名 総数 無罪

有　　　罪

家裁へ
移 送死刑

懲　　　役

罰金等
無 期 20年を

超える
20年
以下

15年
以下

10年
以下

7年
以下

5年
以下

3年以下

実刑
執行猶予

単純執
行猶予

保　護 
観察付

総 数 1,500 9 3 39 39 73 157 300 292 245 110 112 116 2 3

殺 人 323 2 2 20 13 41 48 38 41 35 22 42 19 － －

強 盗 致 死 34 － 1 17 4 5 6 1 － － － － － － －

強 盗 致 傷 322 1 － － － 4 24 76 83 71 20 16 25 － 2

強 盗 強 姦 34 － － 2 13 4 8 5 1 1 － － － － －

傷 害 致 死 180 － － － － － 18 40 44 43 21 12 1 － 1

強姦致死傷 108 － － － 7 10 19 25 17 22 4 1 3 － －

強制わいせつ致死傷 80 － － － － 1 － 6 13 19 12 8 21 － －

危険運転致死 23 － － － － 1 3 12 4 3 － － － － －

現住建造物等放火 134 － － － 1 2 5 7 23 30 16 17 33 － －

通 貨 偽 造 27 － － － － － － 1 － 1 5 9 11 － －

保護責任者遺棄致死 11 1 － － － － － 2 4 3 1 － － － －

逮捕監禁致死 11 － － － － － 2 2 2 2 3 － － － －

銃 刀 法 1 － － － － － 1 － － － － － － － －

覚せい剤取締法 127 4 － － － 2 18 69 30 3 － 1 － － －

麻薬特例法 46 － － － － － 3 13 21 9 － － － － －

そ の 他 39 1 － － 1 3 2 3 9 3 6 6 3 2 －

注　1　最高裁判所事務総局の資料による。
2　上訴審における破棄差戻しの判決により係属したものを含む。
3　禁錮に処せられた者はいなかった。
4　有罪（一部無罪を含む。）の場合は処断罪名に，無罪の場合は裁判終局時において当該事件に掲げられている訴因の罪名のうち，裁
判員裁判の対象事件の罪名（複数あるときは，法定刑が最も重いもの）に，それぞれ計上している。
5　罰金が併科されたものは，懲役（無期を含む）にのみ計上している。
6　「その他」は，麻薬取締法違反等であるほか，裁判員裁判の対象事件ではない罪名を含む。
7　「単純執行猶予」は，保護観察の付かない執行猶予である。
8　「罰金等」は，罰金及び刑の免除である。

	 2-3-4-3表	 裁判員裁判対象事件	第一審における判決人員（罪名別・裁判内容別）
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4　成人矯正
刑事施設には，刑務所，少年刑務所及び拘置所の 3種類がある。刑務所及び少年刑務所は，
主として受刑者を収容する施設であり，拘置所は，主として未決拘禁者を収容する施設であ
る。刑事施設には，労役場のほか，一部の施設を除いて，法廷等の秩序維持に関する法律 2
条により監置に処せられた者を留置する監置場が附置されている。平成25年 4月 1日現在，
刑事施設は，本所が77庁（刑務所62庁（社会復帰促進センター4庁を含む。），少年刑務所 7
庁，拘置所 8庁），支所が111庁（刑務支所 8庁，拘置支所103庁）である。
なお，売春防止法 5条（勧誘等）の罪を犯して補導処分に付された成人女子は，婦人補導
院に収容される。現在，婦人補導院は，東京に 1庁置かれているが，最近10年間では，平成
17年，23年及び24年にそれぞれ 1人の入院があった。
刑事施設の被収容者の年末収容人員及び人口比の推移（昭和21年以降）は，2-4 -1 -1 図の

とおりである。
2-4-1-1図　刑事施設の収容人員・人口比の推移

（昭和21年～平成24年）

注　１　行刑統計年報，矯正統計年報及び総務省統計局の人口資料による。
２　「年末収容人員」は，各年12月31日現在の収容人員である。
３　「その他」は，死刑確定者，労役場留置者，引致状による留置者，被監置者及び観護措置の仮収容者である。
４　「年末人口比」は，人口10万人当たりの各年12月31日現在の収容人員である。
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刑事施設の年末収容人員は，平成18年に昭和31年以降で最多となる 8万1,255人を記録し
たが，平成19年に減少に転じて以降毎年減少し，24年末現在は 6万7,008人（前年比4.1％
減）であった。
収容率は，平成 5年から14年にかけて大幅に上昇したが，17年から毎年低下し続けてい
る。24年末現在において，収容定員が 9万681人（このうち既決の収容定員は 7万2,562人）
であるところ，収容率は73.9％（既決82.2％，未決40.5％）であり，収容人員が収容定員を
超えている刑事施設（本所に限る。）は，77庁中 4庁であった。
また，刑事施設の職員一人当たりの被収容者負担率（刑事施設全体の一日平均収容人員を職
員定員で除した数値）は，平成10年の3.04から18年には4.48まで上昇した後，24年は3.50
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まで低下した。
入所受刑者の人員及び人口比の推移（最近20年間）は，2-4 -1 -3 図のとおりである。

2-4-1-3図　入所受刑者の人員・人口比の推移（男女別）
（平成5年～ 24年）

注　１　矯正統計年報及び総務省統計局の人口資料による。　
２　「人口比」は，人口10万人当たりの入所受刑者人員であり，「女子人口比」は，女子の人口10万人当たりの女子の入所受刑者人員で
ある。
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入所受刑者の人員は，平成 4年に戦後最少（2万864人）を記録した後，増加し続けてい
たが，19年からは毎年減少し，24年は 2万4,780人（前年比2.8％減）であった。
平成24年における入所受刑者の罪名別構成比を男女別に見ると，2-4-1-6 図のとおりである。

2-4-1-6図　入所受刑者の罪名別構成比（男女別）
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注　１　矯正統計年報による。
２　（　）内は，実人員である。

男子では，窃盗の構成比が最も高く，次いで，覚せい剤取締法違反，詐欺，傷害，道路交通
法違反の順であった。女子では，昭和53年以降覚せい剤取締法違反の構成比が最も高かった
が，平成24年は，窃盗の構成比が最も高くなり，次いで，覚せい剤取締法違反，詐欺の順で
あった。女子については，窃盗と覚せい剤取締法違反を合わせると全体の約 8割を占める。
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5　更生保護
更生保護の機関には，法務省に置かれている中央更生保護審査会，高等裁判所の管轄区域ご
とに置かれている地方更生保護委員会及び地方裁判所の管轄区域ごとに置かれている保護観察
所がある。中央更生保護審査会は，法務大臣への個別恩赦の申出等の権限を有し，地方更生保
護委員会は，刑事施設の長からの申出等に基づき，仮釈放の許否を決定するなどの権限を有し
ている。保護観察所は，保護観察，生活環境の調整，更生緊急保護の実施，犯罪予防活動の促
進等の業務を行っている。

（1）仮釈放
出所受刑者の人員及び仮釈放率の推移（昭和24年以降）は，2-5 -1 -1 図のとおりである。

2-5-1-1図　出所受刑者人員・仮釈放率の推移
（昭和24年～平成24年）

注　行刑統計年報及び矯正統計年報による。
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仮釈放率は，平成17年から 6年連続で低下していたが，23年から上昇に転じ，24年は前
年から2.3pt上昇した。
無期刑受刑者の仮釈放許可人員は，平成24年は 4人であった。刑の執行期間が20年以内
で仮釈放が許可された者は，15年以降はない。

（2）生活環境の調整
受刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所では，刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を
受けるなどの後，保護観察官又は保護司が引受人と面接するなどして，帰住予定地の状況を確
かめ，住居，就労先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境作りを働き掛ける生活環境の
調整を実施している。
生活環境の調整を開始した受刑者の人員は，平成19年から 3年連続で減少していたが，22
年から増加に転じ，24年は 5万716人（前年比7.9％増）であった。
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（3）保護観察
保護観察は，保護観察対象者の再犯・再非行を防ぎ，その改善更生を図ることを目的とし
て，その者に通常の社会生活を営ませながら，保護観察官と，法務大臣から委嘱を受けた民間
篤志家である保護司が協働して実施する。保護観察官及び保護司は，面接等の方法により接触
を保ち行状を把握することや，遵守事項及び生活行動指針を守るよう必要な指示，措置を執る
などの指導監督を行い，また，自立した生活ができるように住居の確保や就職の援助などの補
導援護を行う。
2-5 -2 -1 図は，仮釈放者及び保護観察付執行猶予者についての保護観察開始人員の推移（昭

和24年以降）並びに執行猶予者の保護観察率の推移（昭和32年以降）を見たものである。
2-5-2-1図　保護観察開始人員・保護観察率の推移

（昭和24年～平成24年）

注　１　法務統計年報，保護統計年報及び検察統計年報による。
２　「保護観察率」については，検察統計年報に執行猶予者の保護観察の有無が掲載されるようになった昭和32年以降の数値を示した。
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仮釈放者の保護観察開始人員は，平成17年からはやや減少傾向にあったが，23年から若干
増加している。保護観察付執行猶予者の保護観察開始人員については，13年から減少傾向に
ある。執行猶予者の保護観察率は，20年まで低下傾向にあったが，21年に上昇に転じ，24
年は9.4％（前年比0.2pt上昇）であった。

（4）保護司，更生保護施設
保護司は，保護観察の実施，犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。平成
25年 1月 1日現在，保護司の人員は 4万7,990人である。保護司の平均年齢は，同日現在
64.3歳である。
更生保護施設は，住居がなかったり，頼るべき人がいなかったりなどの理由で直ちに自立す
ることが難しい保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ，食事を給するほか，就職援
助，生活指導等を行う施設である。平成25年 4月 1日現在，全国に104の施設があり，男子
施設90，女子施設 7及び男女施設 7であり，収容定員の総計は2,340人である。24年に新た
に委託を開始した人員は6,896人である。

―20―



6　刑事司法・刑事政策の新しい動き
近年進められてきた刑事司法制度の改革の概要は，2-6 -1 図のとおりである。

2-6-1図　刑事司法制度の改革の概要

被害者関係

・ 警察における犯罪被害者支援要綱に基づく支援
・ 被害者支援員制度
・ 日本司法支援センター（法テラス）による被害
者支援

・ 犯罪被害給付制度の拡充
・ 性犯罪告訴期間撤廃
・ 公訴時効の廃止・延長

・ 検察審査会法改正
　　申立権者の拡大，意見書・資料提出
・ 被害者等通知制度（事件処理結果等）
・ 被害回復給付金支給制度
・ 被害回復分配金支払制度

・ 証人出廷の際の保護
　　付添い，遮へい，ビデオリンク
・ 犯罪被害者等保護法
　　傍聴配慮，公判記録閲覧謄写，刑事和解
・ 被害者等による意見陳述
・ 被害者等通知制度（公判期日，裁判結果等）
・ 被害者の氏名等の情報の保護
・ 被害者等による公判記録の閲覧謄写の拡充
・ 被害者等の刑事裁判への参加
・ 損害賠償請求について刑事手続の成果の利用
・ 少年審判における配慮
　　少年事件記録閲覧謄写，意見聴取
　　審判結果等の通知，審判の傍聴等

・ 被害者等通知制度（出所・出院情報，受刑者・
　少年院在院者の処遇状況等）
・ 再被害防止のための被害者等に対する受刑者
　の釈放予定に関する通知制度

・ 仮釈放・少年院からの仮退院審理における意見
等聴取制度

・ 被害者等通知制度（仮釈放・仮退院審理の状況・
　保護観察対象者の処遇状況等）
・ 保護観察対象者に対する心情等伝達制度
・ 被害者担当官等による相談・支援

犯罪被害者等基本計画
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・ 時代に即した刑罰法規の整備
支払用カード電磁的記録に関する罪，不正指令電磁的記録に関する
罪，人身売買罪，国民以外の者の国外犯処罰規定の新設等

・ 交通犯罪の罰則強化
危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷罪の新設等

・ 法定刑等の見直し
有期刑の法定刑及び加重・減軽に係る処断刑の上限の引上げ
窃盗罪・公務執行妨害罪等への罰金刑の新設等

・ 警察との重要犯罪受刑者出所情報の共有 

・ 国際捜査の拡充  ・ 触法少年の調査手続の整備
・ 犯罪捜査のための通信傍受 ・ 心神喪失者等医療観察法による手続
・ 疑わしい取引の届出制度 ・ 被疑者勾留段階での国選弁護人制度
・ 特定事業者における本人確認 ・ 検察審査会の議決に基づく公訴提起
・ 電磁的記録に関する証拠収集手続の整備

・ 少年事件の処分等の在り方の見直し
刑事処分可能年齢の引下げ（14歳以上）
原則逆送制度，保護者に対する措置等　

・ 事実認定手続の一層の適正化
裁定合議，検察官等の関与，観護措置期間の延長
抗告受理申立制度，保護処分終了後の救済手続等

・ 職権により弁護士である付添人を付すことができる制度

・ 刑事裁判の充実・迅速化（２年以内の第一審手続終局を目標）
公判前整理手続の導入，証拠開示の拡充
連日的開廷，訴訟指揮権の実効性確保

・ 即決裁判手続
・ 裁判員裁判

・ 受刑者処遇の充実・強化
過剰収容対策（刑事施設の新設等による収容定員の拡大等）
処遇の個別化
矯正処遇概念と新たな処遇制度の導入
改善指導（性犯罪者処遇プログラム，被害者の視点を取り入れた
教育等），外部通勤作業，制限の緩和と優遇措置，外出・外泊
刑務所出所者等総合的就労支援対策

・ 刑事施設視察委員会
・ PFI手法を活用した刑事施設の整備・運営事業，アウトソーシング

・ 少年院処遇課程等の改正
・ 被害者の視点を取り入れた教育
・ 刑務所出所者等総合的就労支援対策
・ 少年院送致可能年齢の引下げ（おおむね12歳以上）

・ 更生保護制度の改革
　保護観察充実強化のための遵守事項の整理・充実等

・ しょく罪指導
・ 刑務所出所者等総合的就労支援対策
・ 専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための処遇の義務付け
（覚せい剤事犯者処遇プログラム，性犯罪者処遇プログラム，暴力防止
プログラム等）

・ 警察への協力依頼等による所在不明仮釈放者・保護観察付執行猶予者の
所在調査の徹底

・ 保護観察に付されている少年の保護者に対する指導・助言等
・ 遵守事項に違反した保護観察処分少年に対する警告等の措置
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第3編　少年非行の動向と非行少年の処遇

1　少年非行の動向
非行少年とは，家庭裁判所の審判に付すべき少年，すなわち，①罪を犯した少年（犯罪行為
時に14歳以上であった少年であり，以下「犯罪少年」という。），②14歳に満たないで刑罰法
令に触れる行為をした少年（以下「触法少年」という。），及び③保護者の正当な監督に服しな
い性癖等の事由があり，少年の性格又は環境に照らして，将来，罪を犯し，又は刑罰法令に触
れる行為をするおそれのある少年（以下「ぐ犯少年」という。）をいう（少年法 3条第 1項）。

（1）少年による刑法犯
少年による刑法犯の検挙人員（触法少年の補導人員を含む。）及び人口比の推移（昭和21年
以降）は，3-1 -1 -1 図のとおりである。

3-1-1-1図　少年による刑法犯　検挙人員・人口比の推移
（昭和21年～平成24年）
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注　１　警察庁の統計，警察庁交通局の資料及び総務省統計局の人口資料による。
２　犯行時の年齢による。ただし，検挙時に20歳以上であった者は，成人として計上している。
３　触法少年の補導人員を含む。
４　昭和45年以降は，自動車運転過失致死傷等による触法少年を除く。
５　「少年人口比」は，10歳以上の少年10万人当たりの，「成人人口比」は, 成人10万人当たりの，それぞれ刑法犯・一般刑法犯検挙
人員である。

少年による刑法犯の検挙人員の推移には，昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の
波，39年の23万8,830人をピークとする第二の波，58年の31万7,438人をピークとする第
三の波という三つの大きな波が見られる。59年以降は，平成 7年まで減少傾向にあり，その
後，若干の増減を経て，16年から毎年減少を続けており，24年は10万1,098人（前年比
12.9％減）となり，昭和21年以降最も少なかった。人口比についても，平成16年から毎年
低下し，24年は，848.3（前年比120.1pt低下）となり，最も人口比の高かった昭和56年
（1721.7）の半分以下になっている。
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（2）少年による特別法犯
犯罪少年による特別法犯（交通法令違反（平成15年までは交通関係 4法令違反に限る。）
を除く。）の送致人員の推移（昭和31年以降）は，3-1 -2 -1 図のとおりである。

3-1-2-1図　少年による特別法犯　送致人員の推移
（昭和31年～平成24年）

注　１　警察庁の統計による。
２　犯行時の年齢により，また，触法少年を含まない。
３　「薬物犯罪」は，覚せい剤取締法，大麻取締法，麻薬取締法，あへん法及び毒劇法の各違反をいう。
４　平成15年までは交通関係４法令違反を除き，16年以降は交通法令違反を除く。
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少年による特別法犯の送致人員の総数は，昭和38年（1万8,967人）と58年（3万9,062
人）をピークとする大きな波が見られた。平成19年からは増加していたが，24年は前年比約
18％減の6,578人であった。罪名別に見ると，昭和50年代から薬物犯罪が特別法犯の大半を
占めていたが，平成18年以降は，薬物犯罪より軽犯罪法違反の人員が多くなっている。

（3）いじめ
警察において取り扱ったいじめに起因する事件の事件数及び検挙・補導人員の推移を見る
と，3 -1 -4 -2 図のとおりである。昭和60年をピーク（638件，1,950人）として63年まで
大きく減少した後，若干の増減はあるものの，ほぼ横ばいで推移したが，平成24年は前年よ
り大きく増加し，260件（前年比147件増），511人（前年比292人増）であった。

3-1-4-2図　いじめに起因する事件　事件数・検挙・補導人員の推移
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注　警察庁生活安全局の資料による。
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2　少年の保護手続
（1）概要
非行少年に対する手続の流れは，3-2 -1 -1 図のとおりである。

3-2-1-1図　非行少年に対する手続の流れ
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注　１　検察統計年報，司法統計年報，矯正統計年報及び保護統計年報による。
２　「児童自立支援施設等送致」は，児童自立支援施設・児童養護施設送致である。

平成24年における人員

児童福祉法
上の措置

保 護 観 察 の 開 始

保
護
観
察

（2）少年事件の検察・裁判
平成24年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は，11万9,212人（少年比8.4％）であっ
た。刑法犯は，9万6,169人（同10.4％）であり，その内訳は，一般刑法犯が 7万4,505人
（同26.6％），自動車運転過失致死傷等が 2万1,664人（同3.4％）であった。特別法犯は，2
万3,043人（同4.7％）であり，このうち，道交違反を除いた特別法犯は2,423人（同2.5％）
であった。
3-2 -2 -1 図は，平成24年における犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比を見ると

ともに，これを年齢層別に見たものである。年少少年では窃盗が約 6割を占め，年長少年で
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は自動車運転過失致死傷等が約 4割を占めている。
3-2-2-1図　犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比（年齢層別）

（平成24年）

注　１　検察統計年報による。
２　受理時の年齢による。
３　「横領」は，遺失物等横領を含む。
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少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移（最近20年間）は，3-2 -2 -2 図のとおりで
ある。
一般保護事件（道交違反に係るもの以外の少年保護事件）及び道路交通保護事件（道交違反
に係る少年保護事件）のいずれにおいても家庭裁判所新規受理人員は，近年減少傾向にある。

3-2-2-2図　少年保護事件　家庭裁判所新規受理人員の推移
（平成５年～ 24年）

注　司法統計年報による。
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（3）少年鑑別所における鑑別
少年鑑別所の入所者（観護措置（少年鑑別所送致），勾留に代わる観護措置又はその他の事
由（勾留，引致等）により入所した者）の人員の推移（最近20年間）は，3-2 -3 -1 図のとお
りである。その人員は，平成 8年から増加し，15年に昭和45年以降最多を記録したが，その
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後，9年連続で減少している。平成24年におけるその人員の内訳は，観護措置による者が
83.1％，勾留に代わる観護措置による者が11.2%であった。

3-2-3-1図　少年鑑別所入所者の人員（男女別）・女子比の推移
（平成5年～ 24年）

注　１　矯正統計年報による。
２　「入所者」は，観護措置，勾留に代わる観護措置又はその他の事由（勾留，引致等）により入所した者をいい，逃走者の連戻し又は
施設間の移送により入所した者は含まない。
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（4）少年院における処遇
3-2 -4 -1 図は，少年院入院者の男女別の人員及び女子比の推移（昭和24年以降）を見たも

のである。その人員は，昭和49年に戦後最低（1,969人）となった後，増減を繰り返し，最
近20年間では，平成12年（6,052人）をピークに減少傾向が続いていたが，24年は3,498
人（前年比12人増）であった。

3-2-4-1図　少年院入院者の人員（男女別）・女子比の推移
（昭和24年～平成24年）

注　少年矯正保護統計，少年矯正統計年報及び矯正統計年報による。
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年齢層別に少年院入院者の人員の推移を見ると，中間少年と年長少年では，平成13年を
ピークとして，その後，おおむね減少傾向にあったが，24年は，中間少年は1,447人（前年
比55人増），年長少年は1,345人（前年比17人増）とそれぞれわずかながら増加し，年少少
年は706人（前年比60人減）であった。24年における14歳未満の少年院入院者は，男子の
み 9人であった。
平成24年における少年院入院者の非行名別構成比を男女別・年齢層別に見ると，男子の構
成比は，いずれの年齢層でも窃盗，傷害・暴行の順に高い。女子の構成比を見ると，23年の
総数は窃盗，傷害・暴行，覚せい剤取締法違反がいずれも約 2割と同程度に高かったが，24
年は傷害・暴行（26.4％），覚せい剤取締法違反（18.5％），窃盗（17.8％）の順に高かった。
また，女子は，男子と比べ，覚せい剤取締法違反，ぐ犯（13.0％）の構成比が高く，年齢層
が上がるにつれて，傷害・暴行やぐ犯の構成比が低くなり，覚せい剤取締法違反の構成比が顕
著に高くなっている。

（5）少年の保護観察
保護観察処分少年及び少年院仮退院者について，保護観察開始人員の推移（過去50年間）
を見ると，3-2 -5 -1 図のとおりである。保護観察処分少年の保護観察開始人員は，平成 3年
以降減少傾向にあり，24年は 2万2,557人であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は，
9年から14年まで増加し，その後，減少傾向にある。

3-2-5-1図　少年の保護観察開始人員の推移
（昭和38年～平成24年）

注　保護統計年報による。
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3　少年の刑事手続
（1）起訴と刑事裁判
平成24年における逆送事件（少年法20条に基づき家庭裁判所から検察官に送致された事
件）の検察庁処理人員を罪名別・処理区分別に見ると，逆送事件のうち，自動車運転過失致死
傷等と道交違反により略式命令請求されたものを除けば，ほとんどが公判請求されている。
平成24年における少年の通常第一審での科刑状況を罪名別・裁判内容別に見ると，執行猶
予者のうち保護観察に付された者の比率は，21.0％であり，成人を含めた全体の比率（9.2％）
と比較すると，2倍以上である。

（2）少年の受刑者
少年入所受刑者（懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年であって，その刑の執行のため入所し
た受刑者をいう。）の人員は，昭和41年には1,000人を超えていたが，その後，大幅に減少
し，63年以降は100人未満で推移し，平成24年は39人（前年比10人減）であった。同年に
おける少年入所受刑者の人員を刑期（不定期刑は，刑期の長期による。）別に見ると，無期は
なく，「5年を超え10年以下」が19人，「3年を超え 5年以下」が13人，3年以下が 7人で
あった。
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第4編　各種犯罪者の動向と処遇

1　再犯・再非行
（1）再犯者率
一般刑法犯により検挙された者のうち，再犯者（前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙
されたことがあり，再び検挙された者をいう。）の人員及び再犯者率（検挙人員に占める再犯
者の人員の比率をいう。）の推移（最近20年間）は，4 -1 -1 -1 図のとおりである。再犯者の
人員は，平成19年から漸減している（24年は前年比2.7％減）が，それ以上に，初犯者の人
員が減少しており（同8.7％減），その結果，再犯者率は，9年から一貫して上昇し続け，24
年は45.3％（同1.6pt上昇）であった。

4-1-1-1図　一般刑法犯　検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移
（平成5年～ 24年）

注　１　警察庁の統計による。
２　「再犯者」は，前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり，再び検挙された者をいう。
３　「再犯者率」は，検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。
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（2）累積再入率
4-1 -3 -4 図は，平成15年及び20年の出所受刑者について，出所年を含む 5年間又は10年

間における累積再入率（各年の年末までに再入所した者の累積人員の比率をいう。）を出所事
由別（満期釈放又は仮釈放の別）に見たものである。
満期釈放者は，仮釈放者よりも累積再入率は相当高い。平成15年の出所受刑者について見
ると，10年以内の累積再入率は，満期釈放者では61.0％，仮釈放者では40.4％であるが，そ
のうち，5年以内に再入所した者は，それぞれ，10年以内に再入所した者の89.4％，82.5％
を占めている。
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4-1-3-4図　出所受刑者の出所事由別累積再入率

（平成15年）（平成20年）
①　5年以内

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
２　前刑出所後の犯罪により再入所した者で，かつ，前刑出所事由が満期釈放又は仮釈放の者を計上している。
３　「累積再入率」は，①では平成20年の出所受刑者の人員に占める同年から24年までの各年の年末までに再入所した者の累積人員の
比率を，②では15年の出所受刑者の人員に占める同年から24年までの各年の年末までに再入所した者の累積人員の比率をいう。
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4-1 -3 -5 図は，平成20年の出所受刑者について，出所年を含む 5年間における出所事由別
累積再入率を罪名別に見たものである。累積再入率を比較すると，満期釈放者は，いずれの罪
名においても仮釈放者よりも高く，特に窃盗及び覚せい剤取締法違反は 6割弱であった。

4-1-3-5図　出所受刑者の出所事由別5年以内累積再入率（罪名別）
（平成20年）
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⑦　放火

8.7

19.9
25.5

29.2 30.4

0.8 1.6 3.1 3.9 4.75.2
11.7

15.5 17.9 19.0

0

10

20

30

40

50

60

70

出所年 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内

（％）

総数（290人）
満期釈放（161人） 仮釈放（129人）

総数（444人）
満期釈放（190人） 仮釈放（254人）

総数（6,738人）
満期釈放（3,079人） 仮釈放（3,659人）

総数（389人）
満期釈放（201人） 仮釈放（188人）

6.0

22.4
26.9

33.3
37.8

1.1
8.0

13.8 17.0 18.6
3.6

15.4
20.6

25.4
28.5

0

10

20

30

40

50

60

70

出所年 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内

（％）
⑥　強制わいせつ⑤　強姦

⑧　覚せい剤取締法違反

5.0

27.2

44.8
53.5

58.3

1.2
13.0

27.1

36.0
41.7

3.0

19.5

35.1

44.0
49.3

0

10

20

30

40

50

60

70

出所年 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内

（％）

2.6
14.2 17.4

20.5
23.7

4.3 9.8 11.8 14.6
1.1

8.6 13.1 15.5 18.5

0

10

20

30

40

50

60

70

出所年 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内

（％）

注　１　4-1-3-4図の脚注１及び２に同じ。
２　「累積再入率」は，平成20年の出所受刑者の人員に占める同年から24年までの各年の年末までに再入所した者の累積人員の比率を
いう。
３　平成20年に仮釈放により出所した者のうち，殺人及び強姦については，同年末までに再入所した者はいなかった。

4 -1 -3 -7 図は，平成14年から23年の各年の出所受刑者について，出所年を含む 2年以内
の累積再入率の推移を出所事由別（満期釈放又は仮釈放の別）に見たものである。出所受刑者
総数，満期釈放者及び仮釈放者の 2年以内の累積再入率は，18年以降わずかながら低下して
いたが，23年の出所受刑者では各出所事由とも若干上昇した。23年の出所受刑者の 2年以内
の累積再入率は，総数では19.4％，満期釈放者では28.3％，仮釈放者では10.9％であった。

4-1-3-7図　出所受刑者の2年以内累積再入率の推移（出所事由別）
（平成14～ 23年）

注　１　法務省大臣官房司法法制部の資料による。
２　前刑出所後の犯罪により再入所したもので，かつ，前刑出所事由が満期釈放又は仮釈放の者を計上している。
３　「２年以内累積再入率」は，各年の出所受刑者の人員に占める，出所年を含む２年間の各年の年末までに再入所した者の累積人員の
比率をいう。
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（3）再非行・再犯少年
一般刑法犯により検挙された少年のうち，再非行少年（前に道路交通法違反を除く非行によ
り検挙（補導）されたことがあり，再び検挙された少年をいう。）の人員及び再非行少年率
（少年の一般刑法犯検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。）の推移（最近20年間）
は，4-1 -5 -1 図のとおりである。再非行少年の人員は，平成16年から毎年減少しているが，
再非行少年率は，9年を底として翌年から毎年上昇を続けている。

4-1-5-1図　少年の一般刑法犯　検挙人員・再非行少年率の推移
（平成５年～ 24年）

注　１　警察庁の統計による。
２　犯行時の年齢による。ただし，検挙時に20歳以上であった者を除く。
３　「再非行少年」は，前に道路交通法違反を除く非行により検挙（補導）されたことがあり，再び検挙された少年をいう。
４　「再非行少年率」は，少年の一般刑法犯における検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。
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4-1 -5 -3 表①は，平成15年から24年までの間に少年院を出院した者について，再入院（新
たな少年院送致決定による再入院をいう。）の状況を見たものである。出院年を含む 5年間に
再入院した者の比率は，14.5～16.4％（男子15.5～17.3％，女子7.0～9.2％）であった。ま
た，出院年を含む 2年間に再入院した者の比率は，10.1～12.1％（男子10.7～12.9％，女子
4.8～7.1％）であった。

4-1-5-3表①　少年院出院者の再入院状況

	3	 少年院出院者の再入院等の状況
4-1-5-3表は，平成15年から24年までの間に少年院を出院した者について，再入院（新たな少年

院送致決定による再入院をいう。以下この項において同じ。）又は刑事施設への入所（初入受刑者と
しての入所に限る。以下この項において同じ。）の状況を見たものである。出院年を含む5年間に再
入院した者の比率は，14.5～16.4％（男子15.5～17.3％，女子7.0～9.2％）で，出院年（複数回入
院した者の場合には最終の出院年）を含む5年間に刑事施設に入所した者の比率は，7.7～9.4％（男
子8.3～10.3％，女子1.6～3.2％）であった。また，出院年を含む2年間に再入院した者の比率は，
10.1～12.1％（男子10.7～12.9％，女子4.8～7.1％）で，出院年（複数回入院した者の場合には最
終の出院年）を含む2年間に刑事施設に入所した者の比率は，0.8～1.6％（男子0.9～1.8％，女子
0.0～1.2％）であった（矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。）。

（平成15年～24年）
①　少年院出院者の再入院状況

出院年 出院
人員

再 入 院 人 員 再入院率

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 累積 5年
以内

2年
以内 累積 5年

以内
2年
以内

15年 5,789 220 483 195 44 8 － － － － － 950 950 703 16.4 16.4 12.1

16 5,626 … 194 480 176 40 9 － － － － 899 899 674 16.0 16.0 12.0

17 5,023 … … 207 354 148 47 18 2 － － 776 774 561 15.4 15.4 11.2

18 4,799 … … … 181 313 148 45 11 － － 698 698 494 14.5 14.5 10.3

19 4,405 … … … … 167 326 131 48 8 1 681 680 493 15.5 15.4 11.2

20 4,033 … … … … … 134 285 154 39 10 622 622 419 15.4 15.4 10.4

21 3,892 … … … … … … 143 319 121 31 614 … 462 15.8 … 11.9

22 3,912 … … … … … … … 147 249 149 545 … 396 13.9 … 10.1

23 3,625 … … … … … … … … 116 286 402 … 402 11.1 … 11.1

24 3,440 … … … … … … … … … 145 145 … … 4.2 … …

②　少年院出院者の最終出院後の刑事施設入所状況

最　終 
出院年

最終出院 
人　　員

刑事施設入所人員 刑事施設入所率

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 累積 5年
以内

2年
以内 累積 5年

以内
2年
以内

15年 4,839 9 70 132 123 122 115 79 76 43 52 821 456 79 17.0 9.4 1.6

16 4,727 … － 60 119 127 129 91 80 49 49 704 435 60 14.9 9.2 1.3

17 4,247 … … 3 60 99 105 101 91 72 49 580 368 63 13.7 8.7 1.5

18 4,101 … … … 16 46 99 114 104 91 64 534 379 62 13.0 9.2 1.5

19 3,724 … … … … 5 43 104 88 61 59 360 301 48 9.7 8.1 1.3

20 3,411 … … … … … 13 38 55 82 73 261 261 51 7.7 7.7 1.5

21 3,278 … … … … … … 2 38 65 67 172 … 40 5.2 … 1.2

22 3,367 … … … … … … … 2 32 60 94 … 34 2.8 … 1.0

23 3,223 … … … … … … … … 1 26 27 … 27 0.8 … 0.8

24 3,295 … … … … … … … … … 3 3 … … 0.1 … …

注　1　矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
2　「再入院」は，新たな少年院送致の決定による再入院をいう。
3　「刑事施設入所」は，初入受刑者としての入所に限る。
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	3	 少年院出院者の再入院等の状況
4-1-5-3表は，平成15年から24年までの間に少年院を出院した者について，再入院（新たな少年
院送致決定による再入院をいう。以下この項において同じ。）又は刑事施設への入所（初入受刑者と
しての入所に限る。以下この項において同じ。）の状況を見たものである。出院年を含む5年間に再
入院した者の比率は，14.5～16.4％（男子15.5～17.3％，女子7.0～9.2％）で，出院年（複数回入
院した者の場合には最終の出院年）を含む5年間に刑事施設に入所した者の比率は，7.7～9.4％（男
子8.3～10.3％，女子1.6～3.2％）であった。また，出院年を含む2年間に再入院した者の比率は，
10.1～12.1％（男子10.7～12.9％，女子4.8～7.1％）で，出院年（複数回入院した者の場合には最
終の出院年）を含む2年間に刑事施設に入所した者の比率は，0.8～1.6％（男子0.9～1.8％，女子
0.0～1.2％）であった（矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。）。

（平成15年～24年）
①　少年院出院者の再入院状況

出院年 出院
人員

再 入 院 人 員 再入院率

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 累積 5年
以内

2年
以内 累積 5年

以内
2年
以内

15年 5,789 220 483 195 44 8 － － － － － 950 950 703 16.4 16.4 12.1

16 5,626 … 194 480 176 40 9 － － － － 899 899 674 16.0 16.0 12.0

17 5,023 … … 207 354 148 47 18 2 － － 776 774 561 15.4 15.4 11.2

18 4,799 … … … 181 313 148 45 11 － － 698 698 494 14.5 14.5 10.3

19 4,405 … … … … 167 326 131 48 8 1 681 680 493 15.5 15.4 11.2

20 4,033 … … … … … 134 285 154 39 10 622 622 419 15.4 15.4 10.4

21 3,892 … … … … … … 143 319 121 31 614 … 462 15.8 … 11.9

22 3,912 … … … … … … … 147 249 149 545 … 396 13.9 … 10.1

23 3,625 … … … … … … … … 116 286 402 … 402 11.1 … 11.1

24 3,440 … … … … … … … … … 145 145 … … 4.2 … …

②　少年院出院者の最終出院後の刑事施設入所状況

最　終 
出院年

最終出院 
人　　員

刑事施設入所人員 刑事施設入所率

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 累積 5年
以内

2年
以内 累積 5年

以内
2年
以内

15年 4,839 9 70 132 123 122 115 79 76 43 52 821 456 79 17.0 9.4 1.6

16 4,727 … － 60 119 127 129 91 80 49 49 704 435 60 14.9 9.2 1.3

17 4,247 … … 3 60 99 105 101 91 72 49 580 368 63 13.7 8.7 1.5

18 4,101 … … … 16 46 99 114 104 91 64 534 379 62 13.0 9.2 1.5

19 3,724 … … … … 5 43 104 88 61 59 360 301 48 9.7 8.1 1.3

20 3,411 … … … … … 13 38 55 82 73 261 261 51 7.7 7.7 1.5

21 3,278 … … … … … … 2 38 65 67 172 … 40 5.2 … 1.2

22 3,367 … … … … … … … 2 32 60 94 … 34 2.8 … 1.0

23 3,223 … … … … … … … … 1 26 27 … 27 0.8 … 0.8

24 3,295 … … … … … … … … … 3 3 … … 0.1 … …

注　1　矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。
2　「再入院」は，新たな少年院送致の決定による再入院をいう。
3　「刑事施設入所」は，初入受刑者としての入所に限る。
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2　暴力団犯罪者
平成24年の暴力団構成員及び準構成員等（暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者で
あって，暴力団の威力を背景に暴力的不法行為を行うおそれがあるもの，又は暴力団若しくは
暴力団構成員に対し資金，武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し，若し
くは関与するものをいう。）の人員は，15年と比べ，構成員が約35％，準構成員等が約17％
減少している。
暴力団構成員等（暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。）の検挙人員（一般刑
法犯及び交通法令違反（平成15年までは交通関係 4法令違反に限る。）を除く特別法犯に限
る。）の推移（最近20年間）は，4-2 -2 -1 図のとおりである。その人員は，平成15年まで 3
万人台で推移していたが，16年からは 3万人を下回り，24年は 2万4,139人（前年比8.1％
減）であった。

4-2-2-1図　暴力団構成員等の検挙人員の推移
（平成5年～ 24年）

注　１　警察庁刑事局の資料による。
２　平成15年までは，一般刑法犯及び交通関係4法令違反を除く特別法犯に限り，16年以降は，一般刑法犯及び交通法令違反を除く特
別法犯に限る。
３　「暴力団構成員等」は，暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。
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暴力団構成員等の検挙人員は，覚せい剤取締法違反が最も多く，次いで，傷害，窃盗，詐
欺，恐喝の順であった。暴力団構成員等の検挙人員総数に占める比率は，全体では6.8％であ
り，罪名別に見ると，一般刑法犯では，賭博，逮捕監禁，恐喝で高く，特別法犯では，競馬法
違反，自転車競技法違反，覚せい剤取締法違反で高い。
暴力団関係者の起訴率は，一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯の総数で56.9％であり，
検察庁全終局処理人員において45.2％であったのと比べて顕著に高い。
平成24年の入所受刑者中の暴力団関係者について，その地位別内訳を見ると，幹部605人，
組員1,252人，地位不明の者237人であった。

―33―



3　薬物犯罪者
覚せい剤取締法違反（覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。）の検挙人員（特別司法警察
員が検挙した者を含む。）の推移（最近20年間）は，4 -3 -1 -1 図のとおりである。検挙人員
は減少傾向にあるものの，毎年 1万人を超える状況が続いている。

4-3-1-1図　覚せい剤取締法違反　検挙人員の推移
（平成５年～ 24年）

注　１　内閣府の資料による。ただし，平成19年までは，厚生労働省医薬食品局，警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資料による。
２　覚せい剤に係る麻薬特例法違反の検挙人員を含む。
３　警察のほか，特別司法警察員が検挙した者を含む。
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大麻取締法違反，麻薬取締法違反及びあへん法違反（それぞれ,大麻，麻薬・向精神薬及び
あへんに係る麻薬特例法違反を含む。）の検挙人員（特別司法警察員が検挙した者を含む。）の
推移（最近20年間）は，4-3 -1 -4 図のとおりである。

4-3-1-4図　大麻取締法違反等　検挙人員の推移
（平成5年～ 24年）

注　１　内閣府の資料による。ただし，平成19年までは，厚生労働省医薬食品局，警察庁刑事局及び海上保安庁警備救難部の資料による。
２　大麻，麻薬・向精神薬及びあへんに係る各麻薬特例法違反の検挙人員を含む。
３　警察のほか，特別司法警察員が検挙した者を含む。

1,692

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

5 10 15 20 24

（人）

大麻取締法

麻薬取締法
あへん法

平成
6

341

―34―



覚せい剤取締法違反による入所受刑者人員の推移（最近20年間）は，4-3 -3 -1 図のとおり
である。女子は，増加傾向にあり，平成24年は，総数が同程度である 8年の約1.5倍に増加
した。

4-3-3-1図　覚せい剤取締法違反　入所受刑者人員の推移
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注　矯正統計年報による。

4　高齢犯罪者
4-4 -1 -1 図は，一般刑法犯について，年齢層別の検挙人員の推移（最近20年間）を見たも

のである。高齢者の検挙人員は，他の年齢層と異なり，増加傾向が著しく，平成24年は，5
年の検挙人員の約5.2倍となっている。

4-4-1-1図　一般刑法犯　検挙人員の推移（年齢層別）
（平成５年～ 24年）

注　1　警察庁の統計及び警察庁交通局の資料による。
2　犯行時の年齢による。
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4-4 -1 -2 図は，年齢層別に一般刑法犯検挙人員の人口比の推移（最近20年間）を見たもの
である。高齢者の検挙人員の人口比は，他の年齢層より相対的に低いが，他の年齢層と比べて
上昇が著しく，平成24年は 5年の約 3倍である。

4-4-1-2図　一般刑法犯　検挙人員の人口比の推移（年齢層別）
（平成５年～ 24年）

注　1　警察庁の統計，警察庁交通局の資料及び総務省統計局の人口資料による。
2　犯行時の年齢による。
3　「人口比」は，各年齢層10万人当たりの一般刑法犯検挙人員をいう。
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4-4 -1 -3 図は，平成24年における高齢者の一般刑法犯検挙人員の罪名別構成比を男女別に
見たものである。一般刑法犯全体と比べて，高齢者では窃盗の割合が高いが，特に女子では，
約 9割が窃盗であり，しかも万引きによる者の割合が約 8割と際立って高い。

4-4-1-3図　一般刑法犯　高齢者の検挙人員の罪名別構成比（男女別）
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（平成24年）

注　1　警察庁の統計及び警察庁交通局の資料による。
2　犯行時の年齢による。
3　「横領」は，遺失物等横領を含む。
4　（　）内は，実人員である。
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4-4 -1 -4 図は，高齢者の検挙人員の推移（最近20年間）を罪名別に見たものである。高齢
者の一般刑法犯検挙人員の大半を占める窃盗の増加が著しく，平成24年は 5年の約5.5倍で
あった。さらに粗暴犯である傷害及び暴行も著しく増加しており，重大事犯である殺人及び強
盗も増加傾向にある。
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4-4-1-4図　高齢者の検挙人員の推移（罪名別）
（平成５年～ 24年）

①　殺人，強盗 ②　傷害，暴行

③　窃盗 ④　遺失物等横領

注　1　警察庁の統計による。
2　犯行時の年齢による。
3　（　）内は,それぞれの罪名の検挙人員に占める高齢者の比率である。

0

50

100

150

200

５ 10 15 20 24

（人）
148

（16.5％）

強盗

平成

殺人

116
（4.8％）

５ 10 15 20 24

（人）

平成

0

40
35
30
25
20
15
10
5

５ 10 15 20 24

（千人）

平成
0

12

10

8

6

4

2

５ 10 15 20 24

（千人）

平成

35,659
（23.2％）

1,479
（6.2％）

3,017
（12.8％）

暴行

傷害

4,648
（12.7％）

0
500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成24年の一般刑法犯の起訴猶予率を年齢層別に見ると，高齢者の起訴猶予率は，一般刑
法犯全体で65歳未満の年齢層よりも高く，窃盗において特にその差が大きい。
4-4 -2 -2 図は，高齢者の入所受刑者人員の推移（最近20年間）を入所度数別に見たもので

ある。その人員は，最近20年間，ほぼ一貫して増加し，20年前と比べて約5.6倍に激増して
おり，入所受刑者総数に占める高齢者の比率（高齢者率）もほぼ一貫して上昇している。ま
た，高齢者は，入所受刑者全体と比べて，再入者の割合が高い。

4-4-2-2図　高齢者の入所受刑者人員の推移（入所度数別）
（平成5年～ 24年）

注　１　矯正統計年報による。
２　入所時の年齢による。
３　「高齢者率」は，入所受刑者総数に占める高齢者の入所受刑者の比率をいう。
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高齢者の仮釈放者は増加傾向にあるが，高齢者の仮釈放率は，出所受刑者全体の仮釈放率と
比べて常に低い。これは，高齢者では，引受人がいないなど，釈放後の帰住先が確保できない
者が多いことなどによると考えられる。

5　精神障害のある犯罪者等
（1）犯罪の動向等
平成24年における精神障害者等（精神障害者及び精神障害の疑いのある者をいう。）による
一般刑法犯の検挙人員を罪名別に見ると，窃盗が最も多く，精神障害者等の総数3,460人の
37.9％を占めている。また，同年における一般刑法犯の検挙人員のうち，精神障害者等の比
率は，1.2％であったが，罪名別で見ると，放火（20.1％）及び殺人（16.2％）において高
かった。

（2）心神喪失者等医療観察制度
心神喪失者等医療観察制度は，心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し，継続
的かつ適切な医療及びその確保のために必要な観察・指導を行うことによって，病状の改善と
これに伴う同様の行為の再発の防止を図り，もってその社会復帰を促進することを目的として
心神喪失者等医療観察法により運用されている。
心神喪失者等医療観察制度の対象者については，原則として，検察官の申立てにより審判が
行われる。平成24年における検察官申立人員及び審判の終局処理人員を対象行為別に見ると，
4-5 -3 -2 表のとおりである。

4-5-3-2表　検察官申立人員・地方裁判所の審判の終局処理人員（対象行為別）

	1	 審判
心神喪失者等医療観察制度の対象となるのは，①不起訴処分において，対象行為（殺人，放火，強
盗，強姦，強制わいせつ（これらの未遂を含む。），傷害）を行ったこと及び心神喪失，又は心神耗弱
であることが認められた者，②対象行為について，心神喪失を理由に無罪の確定裁判を受けた者，又
は，心神耗弱を理由に刑を減軽する旨の確定裁判（懲役又は禁錮の実刑判決であって，執行すべき刑
期があるものを除く。）を受けた者である。これらの対象者については，原則として，検察官の申立
てにより審判が行われる。その審判は，裁判官と精神保健審判員（精神科医）の合議体により行わ
れ，医療の要否・内容が決定される。審判に当たり，裁判所は，保護観察所の長に対し，対象者の生
活環境の調査を求めることができる。平成24年における生活環境の調査の開始件数は，355件で
あった（保護統計年報による。）。
平成24年における検察官申立人員及び審判の終局処理人員を対象行為別に見ると，4-5-3-2表の
とおりである。

（平成24年）

対象行為

検察官申立人員 終局処理人員

総 数 不起訴

確 定 裁 判

総 数 入院決定 通院決定
医療を行
わない旨
の 決 定

却 下

取 下 げ
申 立 て
不 適 法
に よ る
却 下

無　 罪 執 行 
猶 予 等

対象行為
を行った
とは認め
られない

心神喪失
者等では
な い

総 数 344 309 1 34 385 257 39 74 － 11 2 2

放 火 等 87 79 － 8 110 73 13 23 － － － 1

強 姦 等 12 10 － 2 13 9 2 2 － － － －

殺 人 等 100 87 － 13 113 81 7 22 － 2 － 1

傷 害 等 127 116 － 11 130 80 16 24 － 8 2 －

強 盗 等 18 17 1 － 19 14 1 3 － 1 － －

注　1　司法統計年報並びに法務省刑事局及び最高裁判所事務総局の資料による。
2　「対象行為」は，一定の刑法の罰条に規定する行為に当たるものをいう（心神喪失者等医療観察法2条2項参照）。
3　「放火等」は，現住建造物等放火，非現住建造物等放火及び建造物等以外放火に当たる行為（ただし，予備に当たる行為を除く。）を
いい，延焼及び消火妨害に当たる行為を含まない。
4　「強姦等」は，強制わいせつに当たる行為を含む。
5　「殺人等」は，殺人予備に当たる行為を含まない。
6　「傷害等」は，現場助勢に当たる行為を含まない。
7　「強盗等」は，強盗及び事後強盗に当たる行為（ただし，予備に当たる行為を除く。）をいい，昏睡強盗に当たる行為を含まない。
8　「執行猶予等」は，懲役又は禁錮の実刑判決であって，執行すべき刑期がないものを含む。
9　複数の対象行為が認められた事件は，法定刑の最も重いものに，複数の対象行為の法定刑が同じ場合には対象行為の欄において上に
掲げられているものに計上している。

	 4-5-3-2表	 検察官申立人員・地方裁判所の審判の終局処理人員（対象行為別）

	2	 指定入院医療機関による医療
（1）入院による医療
裁判所の入院決定を受けた者は，指定入院医療機関（厚生労働大臣が指定する。）に入院して，こ
の制度に基づく専門的な医療を受けることになる。
保護観察所は，対象者の円滑な社会復帰を図るため，入院当初から，退院に向けた生活環境の調整
を行う。平成24年における生活環境調整の開始（移送によるものを除く。）件数は263件，同年末
現在の係属件数は668件であった（保護統計年報による。）。

第3節　心神喪失者等医療観察制度
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第5編　犯罪被害者

1　統計上の犯罪被害者
人が被害者となった一般刑法犯の認知件数及び被害発生率（人口10万人当たりの認知件数
をいう。）の推移（最近10年間）は，5 -1 -1 -1 図のとおりである。認知件数及び被害発生率
は，いずれも，平成15年以降，減少・低下している。男子の被害発生率は，女子の 2倍以上
である。
5-1-1-1図　人が被害者となった一般刑法犯　認知件数・被害発生率（男女別）の推移

（平成15年～ 24年）

注　１　警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料による。
２　被害者が法人その他の団体である場合を除く。
３　「被害発生率」は，人口10万人当たりの認知件数（男女別）をいう。
４　一つの事件で複数の被害者がいる場合は，主たる被害者について計上している。
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主な罪名ごとに，平成24年における検挙件数（捜査の結果，犯罪が成立しないこと又は訴
訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件を除く。）を被害者と被疑者との関係別の構成
比で見ると，5-1 -5 -1 図のとおりである。

5-1-5-1図　検挙件数の被害者と被疑者の関係別構成比（罪名別）
（平成24年）

注　1　警察庁の統計による。
2　捜査の結果，犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件を除く。
3　「その他」は，被害者が法人その他の団体である場合及び被害者がない場合である（殺人の「その他」は，全て殺人予備におけるものである。）。
4　（　）内は，実人員である。
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5-1 -6 -2 図は，児童虐待に係る事件（児童虐待の防止等に関する法律にいう児童虐待の行
為（保護者によるその監護する18歳未満の児童に対する虐待の行為）が刑法犯等として検挙
された事件をいう。）の罪名別の検挙件数及び検挙人員総数の推移（最近10年間）を見たもの
である。検挙件数・人員とも，総数で顕著な増加傾向にある。

5-1-6-2図　児童虐待に係る事件　検挙件数・検挙人員の推移（罪名別）
（平成15年～ 24年）

注　１　警察庁生活安全局の資料による。
２　無理心中，出産直後の殺人及び保護責任者遺棄を含まない。
３　「その他」は，強要，現住建造物等放火，未成年者略取並びに暴力行為等処罰法，児童買春・児童ポルノ禁止法，児童福祉法，青少
年保護育成条例及び学校教育法の各違反である。
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2　刑事司法における被害者への配慮
犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため，犯罪被害者等基本法に基
づき，平成17年12月，犯罪被害者等基本計画が策定され，23年 3月には，第 2次犯罪被害
者等基本計画（計画期間は27年度末まで）が策定された。
刑事訴訟法の改正により，平成20年12月 1日から，被害者参加制度が実施されている。
この制度では，一定の犯罪の被害者等は，裁判所の決定により被害者参加人として刑事裁判に
参加し，公判期日に出席できるほか，検察官の訴訟活動に意見を述べること，情状事項に関し
て証人を尋問すること，自らの意見陳述のために被告人に質問すること，事実・法律適用に関
して意見を述べることなどができる。そして，被害者参加人が公判期日等に出席する場合にお
いて，裁判所は，被害者参加人と被告人や傍聴人との間を遮へいする措置を採ったり，適当と
認める者を被害者参加人に付き添わせることができる。
これらの制度の実施状況（最近 4年間）は，5-2 -1 -3 表のとおりである。

5-2-1-3表　公判段階における被害者等に配慮した制度の実施状況

①　被害者参加制度� （平成21年～24年）

年 次 被害者参加 証人尋問 被 告 人�
質 問 論告・求刑 遮 へ い 付 添 い 弁護士への

委 託
国選弁護士
へ の 委 託

21年 560 （22） 130 344 288 50 24 367 131

22 839 （262） 217 484 428 115 40 557 272

23 902 （320） 176 459 454 104 30 632 275

24 1,000 （327） 193 474 479 95 38 675 324

②　被害者等及び証人に配慮した制度� （平成20年～24年）

年 次 意 見�
陳 述

意 見 陳 述�
に 代 え た�
書面の提出

証人の保護等 被 害 者�
特定事項�
秘匿決定

刑事和解
損 害 賠 償�
命 令 の�
申 立 て

記 録 の�
閲覧・謄写遮 へ い ビ デ オ�

リ ン ク 付 添 い

20年 1,068 339 1,007 202 86 2,490 35 … 1,012

21 1,119 490 1,094 235 79 3,849 46 162 1,348

22 1,198 557 1,295 261 102 3,854 34 239 1,175

23 1,164 561 1,317 242 136 3,887 30 237 1,278

24 1,154 517 1,757 288 121 4,271 38 246 1,381

注　1　 司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。
2　「被害者参加」は，通常第一審において被害者参加が許可された被害者等の数（延べ人員）である。（　）内は，そのうち，裁判員裁

判対象事件におけるものであり，平成21年は，5月21日から12月31日までの数である。
3　「意見陳述」，「意見陳述に代えた書面の提出」，「証人の保護等」，「被害者特定事項秘匿決定」は，いずれも高等裁判所，地方裁判所

及び簡易裁判所における被害者等又は証人の数（延べ人員）である。
４  「刑事和解」は，高等裁判所，地方裁判所及び簡易裁判所において，被告人と被害者等の間で成立した民事上の争いについての合意

内容を公判調書に記載した事例数である。
5　「損害賠償命令の申立て」は，地方裁判所において，被害者等からの損害賠償命令の申立てを受けた事件の終局件数である。
6　「記録の閲覧・謄写」は，被害者等が公判記録の閲覧・謄写をした事例数である。

	 5-2-1-3表	 公判段階における被害者等に配慮した制度の実施状況

	5	 矯正・更生保護段階での被害者支援
被害者等が希望する場合で，相当と認められる場合には，受刑者の処遇状況等に関する情報の通知

が行われている（被害者等通知制度）。通知内容は，受刑者の刑の執行終了予定時期，刑事施設にお
ける処遇状況，受刑者の釈放及び刑の執行猶予の言渡しの取消し等であり，刑事施設等からの連絡を
受けて検察官から被害者等に通知を行っている。平成24年においては，刑の執行終了予定時期につ
いて延べ1万1,383件（目撃者等に対する通知を含む。），刑事施設における処遇状況について延べ1
万3,963件，受刑者の釈放について延べ2,373件（目撃者等に対する通知を含む。），執行猶予の言渡
しの取消しについて延べ134件の通知がそれぞれ行われた（法務省刑事局の資料による。）。

また，再被害防止の観点から転居等の措置を講じる必要があるため，被害者等が特に通知を希望す
る場合に，検察官等が相当と認めるときに，受刑者の釈放予定時期及び帰住予定地等について被害者
等へ通知を行う制度も実施されており，平成24年においては，361人に対して通知が行われた（目
撃者等に対する通知を含む。法務省刑事局の資料による。）。

更生保護においては，①地方更生保護委員会が仮釈放審理の開始・結果に関する事項について，保
護観察所が仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の保護観察の開始・処遇状況・終了に関する事項につ
いて，被害者等に通知を行う制度（被害者等通知制度），②地方更生保護委員会が，刑事施設からの
仮釈放及び少年院からの仮退院の審理において，被害者等から仮釈放・仮退院に関する意見等を聴取
する意見等聴取制度，③保護観察所が，被害者等から被害に関する心情等を聴取し，保護観察中の加
害者に伝達する心情等伝達制度，④主に保護観察所が，被害者等からの相談に応じ，関係機関等の紹
介等を行う制度が実施されている。平成24年における運用状況は，①のうち仮釈放審理に関する事
項について延べ3,050件，保護観察状況に関する事項について延べ4,722件，②が延べ271件，③が
延べ106件，④が延べ1,324件であった（②ないし④は少年事件における被害者等の制度利用を含
む。法務省保護局の資料による。）。
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第1節　刑事手続における被害者の関わり
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